
水道法適用施設等と飲用井戸等との違いについて（要領で対象とする飲用井戸等の施設は    ） 
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水源：水道事業水道   水道事業・自家水混合     自家水          自家水 
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専用水道（受水槽 100

㎥超等） 

要領における受水槽

水道（専用水道に該

当しない全ての受水

槽） 

専用水道（居住人口

101 人以上又は給水

量 20㎥/日超） 

要領における受水槽

水道（専用水道に該

当しない全ての受水

槽） 

専用水道（居住人口

101 人以上又は給水量

20㎥/日超） 

 

要領における一般飲

用井戸及び業務用飲

用井戸（100 人以下

への給水） 

学校事業所等水道

（岩手県学校事業所

等水道条例による。

専水を除く 100 人超

の非居住者） 

専用水道（居住人口

101 人以上又は給水

量 20㎥/日超） 

規模 大 

規模 小 


